
  ○大府市が行う契約等からの暴力団排除に関する措置要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が行う契約等から暴力団を排除する措置について必要な事項を定

め、契約等の適正な履行を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 契約等 市が発注する建設工事、工事関係委託、物件の製造請負又は買い入れ、役

務の提供等の調達契約、公有財産の売り払い契約及び地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２の規定に基づく公の施設の管理の指定をいう。 

⑵ 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 

⑶ 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その

他の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあ

ってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。 

⑷ 有資格業者 市における指名競争入札参加資格を有する業者をいう。   

⑸ 指名停止 市が行う契約等の相手方とすることが不適当として、期間を定め指名の

対象から除外する措置をいう。 

⑹ 排除措置 有資格業者に対する指名停止又は競争入札若しくは随意契約において契

約の相手方としない措置、公の施設の管理の指定において指定しない措置等をいう。 

⑺ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

⑻ 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

⑼ 暴力団関係者 暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を

背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 

（排除措置） 

第３条 大府市指名資格審査委員会（以下「指名審」という。）は、愛知県東海警察署との

情報交換等により、別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる法人

等に対し、同表右欄に掲げる期間の排除措置を採るものとする。ただし、随意契約の相

手方である法人等については、やむを得ない理由があり、かつ、指名審において承認を

得たときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により排除措置を受けた法人等が排除措置の期間中又は排除措置の期間の

満了後１年を経過するまでの間に、再び別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当す

ることとなった場合は、指名審は、再び措置要件に該当することとなった日から従前の

措置要件に係る排除措置の期間又は新たに該当した措置要件に係る排除措置の期間のい

ずれか長い期間に２分の１を加算した期間の排除措置を採るものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により法人等に対し排除措置を採った場合は、当該法人等の名

称並びに排除措置の事由及び期間を公表するものとする。         



（指名の取消） 

第４条 市長は、第３条の規定による排除措置を決定した有資格業者を現に指名している

ときは、当該指名を取り消すものとする。 

（排除措置の解除） 

第５条 市長は、第３条の規定に基づき排除措置を受けた法人等のうち、別表に定める期

間を延長したものについて、当該措置要件が改善されたと認められる場合は、指名審にお

いて審議の上、排除措置を解除するものとする。 

（排除措置等の通知） 

第６条 市長は、排除措置の決定若しくは解除又は指名の取消の措置を採ったときは、必

要に応じて措置の内容を法人等へ通知するものとする。 

（愛知県東海警察署との連携） 

第７条 市長は、第１条の目的を達成するため、愛知県東海警察署との「大府市が行う事

務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、密接な連携を図るものとする。 

２ 市長は、契約等の相手方となる法人等に関し、国、県、市町村又は他の関係機関から

別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する情報の提供があったときは、愛知県東海警

察署に情報の確認を求めるものとする。 

（契約等に係る妨害又は不当要求の際の措置） 

第８条 市長は、契約等の相手方となる法人等から、当該契約等の履行に関し、妨害（不

法な行為等で、契約履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の

行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はそ

の要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を

受けた旨の報告があった場合は、警察へ被害届を出すよう指導するとともに、必要な措

置を講ずるものとする。 

（共同企業体に対する排除措置） 

第９条 前条までの規定は、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する法人等を構成員

とする共同企業体について準用するものとする。ただし、当該契約等について明らかに

責を負わないと認められる構成員は、除くものとする。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月２２日から施行し、同年２月１７日から適用する。 

 



別表（第３条、第５条、第７条、第９条関係） 
 

措  置  要  件 期     間 

１ 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴

力団員等」という。)がいる法人等 

当該認定をした日から１２月 

ただし、当該排除措置の期間内

に左記の措置要件が改善されない

場合は、改善されたと認められる

日まで（以下、措置要件６まで

同じ。） 

２ 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与して

いる法人等 
当該認定をした日から１２月以内

３ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴

力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実

質的に関与している法人等を利用するなどしてい

る法人等 

当該認定をした日から６月以上

１２月以内 

４ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員

等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に

関与している法人等に対して資金等を提供し、又

は便宜を提供するなど暴力団の維持運営に協力

し、又は関与している法人等 

当該認定をした日から６月以上

１２月以内 

５ 役員等又は使用人が、暴力団員又は暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

当該認定をした日から６月以上

１２月以内 

６ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当

する法人等（有資格業者であるか否かを問わな

い。）であることを知りながら、これを利用する

などしている法人等 

当該認定をした日から６月以上

１２月以内 

７ 暴力団又は暴力団員等から、契約等の履行に関

し、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、

市又は警察への報告を怠った法人等 

当該認定をした日から２週間以上

４月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


